
平成２５年６月１８日

  株式会社シーテック

ウインドパーク笠取発電所１９号機 ナセル脱落事故について

４月７日（日）に発生した当社ウインドパーク笠取１９号機のナセル脱落事故につ

きましては、皆さまにご迷惑とご心配をお掛けし、心からお詫び申しあげます。

事故発生後、原因究明を進め、5 月 2 日に、中部近畿産業保安監督部に原因および

対策等に関する報告書を提出しました。（※5月 2日公表済み）

その後、さらに事象の検証や再発防止策の検討を進めてまいりましたが、6月 18日

に、中部近畿産業保安監督部に最終報告を提出しましたので、ご報告申し上げます。

5月 2日 公表内容

（１）事故発生に至る状況

・瞬間風速 40m／秒を超える強風下で、３枚のブレードのピッチ角が変化し、フェ

ザリング状態を維持できなくなり、風車が回転し始める。

・3 枚のブレードが風を受ける位置に変化。回転数が急上昇、定格回転数の約 3 倍

の 57.78回転／分に至る。多数の異常警報後、記録が途絶える。

（２）事故原因

・ピッチモータブレーキを構成するスプラインが不適切な材質で製造されたため、

スプラインの異常摩擦が発生し、3 枚のブレードとも、ピッチ角を保持するブレ

ーキ力が規定値の 5 分の 1 以下に低下。これにより、フェザリング状態を維持で

きなくなり、3 枚のブレードが同時に風を受ける形になったことで、ロータの過

回転が発生した。

・ロータの過回転により大きく変形したブレードがタワーに衝突した可能性が高く、

ナセルとタワーを結合するボルトに設計荷重を超えるせん断応力および引張応力

が作用し、ボルトが破断し、ナセルが脱落。

・風応答解析から、事故時の風条件においてピッチモータブレーキに作用する風荷

重がブレーキ力を上回り、ブレードのピッチ角を保持できなくなったことが判明。

（３）当面の措置

・ウインドパーク笠取の全風車（１８基）のピッチモータブレーキについて、早急

に点検を行い、健全性を確認するとともに、耐摩耗性の低い、あるいは、ブレー

キ力の低いピッチモータブレーキを取り替える。

（４）今後の課題

・事故原因であったピッチモータブレーキの安全性向上のために、ピッチモータブ

レーキの点検マニュアルを整備するとともに、ブレーキの監視方法やフェザリン

グ状態におけるピッチ角の保持方法などの再発防止策を検討する。

6月 18日（本日） 最終報告書の概要

１ 事故原因の究明

今回の事故原因については、下記の 3点について原因究明を行った。

①ストームモード時（強風時に風を避けるよう風下にナセルを回転した状態）にブ

レード角度を風の影響を避ける状態（フェザリング状態）が維持できなかったた

め、事故機からピッチモータを回収し、ピッチコントロールシステムの不具合の

有無について原因究明を行った。

②3 月に発生した他サイトのナセル脱落事故の原因と共通性がないか確認するため、

ナセル・タワートップ結合ボルトの破断面を観察し、破断原因を究明した。

③運転ログデータをもとに、事故直前の風車挙動を模擬した風応答解析を行い、ブ

レードに作用した荷重や過回転時のブレード変位置を究明した。



２ 事故原因のまとめ

調査解析を進めた結果、次の３点を事故原因と特定した。

①ピッチモータブレーキを構成するスプラインが不適切な素材（アルミ合金）でで

きており、その摩耗によって発生した摩耗粉によりブレーキライニングが摩耗し

たことにより、3枚のブレードともピッチ角の保持力が規定値を下回り、3枚のブ

レードが同時に逆ファインになったことで、ロータの過回転が発生した。

②ロータの過回転によりブレードが変形し、ブレードがタワーに接触し、ナセルと

タワーを結合するボルトに設計荷重を超えるせん断応力および引張応力が作用し

たことにより、ボルトが破断し、ナセルが脱落した。

③過回転が発生した場合に風車を停止する機能として安全回路（セーフティチェー

ン）が設けられていたが、今回のようなピッチモータブレーキに異常がある場合

は機能できず、過回転防止機能としては不十分であったことが判明した。

３ 再発防止対策

今回の事故原因の解明結果から、問題点を検討し、過回転を防止するための再発防

止策を下記のとおり策定した。

問 題 点 対  策 実施時期

１

ピッチモ

ータブレ

ーキの保

持力低下

スプライン材

質の選定誤り

＜1-1.ピッチモータブレーキを構成するスプラインの材

質変更＞

・耐摩耗性の低い、あるいはブレーキ力の低い、材質が

アルミ合金製のスプラインは、ステンレス製に取替（※

1～10 号機は鋼製であり異常がないため取替せず。11
～18号機は全て取替）

取替済

<1-2.定期点検マニュアルの整備＞

・6 ヶ月に一度の定期点検時にギャップ測定等の項目を

追記

整備済

２

ピッチモータ

ブレーキの性

能維持が不能

＜2.ピッチモータブレーキ保持力のチェック機能追加＞

・ピッチモータのブレーキ保持力が正常であることをモ

ータに所定のトルクを掛け、ピッチが動かないことで

確認。実施は自動プログラムにて適宜（当初は 1 週間

に一度）、低風速時（3ｍ／ｓ以下）に、フェザリング

状態にて 1軸ごとに実施

・低気圧（台風を含む）通過前後等は適宜、上記プログ

ラムを手動にて実施、ブレーキ保持力が正常であるこ

とを確認

～6月末

３ 過回転防止機能の不足

＜3.回転数制御によるロータ過回転防止機能追加＞

・風車がフェザリング状態で待機しているにもかかわら

ず、ロータ回転数が許容回転数（3 回転／分）を超え

た場合、発電機をモータ駆動させ、ロータの回転数を

抑える自動制御機能を付加する

～6月 21日

※再発防止対策のうち、1-2,2,3については、ウインドパーク笠取の全号機に水平展開する。

今後は、再発防止対策を確実に実施するとともに、今回の事故で得られた知見を十

分に踏まえ、風力発電所の安全運転に努めてまいります。

＜添付資料＞

・ウインドパーク笠取発電所 CK-19号機風車 ナセル脱落事故について（ご報告）

＜お問い合わせ先＞

  株式会社シーテック 総務部 久野、梶田、林（０５２－８５２－６９９７）

以 上
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平成 25年 6月 18日
株式会社シーテック

ウインドパーク笠取発電所 CK-19 号機風車 ナセル脱落事故について（ご報告）

1. 風車損壊に至った推定プロセス

風車損壊原因を解明するため風応答解析を行って、これまで得られているデータや事故様相と比較

しながら次のようなプロセスで損壊に至ったと推定した。

(1) ブレード 1～3は当初風の力を受け流し安定した状態を保つフェザリング状態にあった。

※風車の回転は、機械的ブレーキではなく ブレードのピッチ角度をフェザリングにすることで

停止する。フェザリング状態は図 2を参照のこと。

(2) 瞬間風速 40m/sに風が強まったことにより、ナセルはストームモードに移行した。（図 1参照）

移行中および移行後に、ブレードのピッチ角が流入風およびロータ回転による風荷重により変化

し始めた。

  ※風車を上から見た図（ヨー：ナセルを風向に合わせて位置変化させる装置）

  ※通常運転時の風車回転方向は風上から向かって時計回り

  ※ブレードは、ブレード 1、ブレード 2、ブレード 3の 3枚のブレードが有る。

図 1 フェザリング状態からストームモードに移行
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(3) ピッチ角度（ブレードの風向に対する角度）の

空力バランスによりロータが逆回転（推定）を

始める。ロータ方向は風下を維持していた。

(4) 流入風およびロータ回転による風荷重により、

3本のブレードピッチ角が逆ファイン位置に移

行、ロータ回転数が上昇し過回転となった。

（図 2参照）

(5) ブレード毎のピッチ角のアンバランスにより振

動が発生しナセルが風に押されることで、ヨー

が風上側へと旋回を開始した。

(6) ロータ回転数の上昇と共に、ナセルが風上側へ

旋回してブレードは風にほぼ正対する形になっ

た。（図 1のフェザリング状態と同じ方向）

(7) この時のブレードのタワーに対する向きは、ピッチ角度が逆ファインであったことからブレードの

先端はタワーに近づく側にあった。

※ブレードの先端は、通常運転時（図 2参照）にタワーから離れるように、予め曲げられた形状に

なっている。

(8) ロータが風にほぼ正対となり、流入風と回転による揚力によってブレードはタワーに近づく方向に

大きく変位し、タワーに衝突することで破砕した。

（図 3参照：風応答解析によるブレードが衝突する位置予測と、実機が損傷した①の部位の位置関

係はほぼ一致することを確認した。ただし、②の部位は、ナセルが落下する際に回転していたブレ

ードが衝突した跡と推察される。）

(9) タワーに衝突した衝撃荷重により、タワーの中心を軸にナセルが回転するトルク（回転軸の周りに

働く力のモーメント）が発生した。

(10) 発生したトルクがナセルとタワーとの結合ボルトに作用して、ボルトのせん断強度を超えるせん断

応力（物体の断面でお互い反対方向にずれさせるように作用する力）により破断した。（図 4参照）

(11) ナセルとタワーとの結合ボルトの破断によりナセルが落下した。この時のナセルの移動および落下

に伴い残っていたボルトは、引張り荷重により破断した。また、ブレードはタワーに巻き付く形で

地上に落下した。

図 2 ブレードのピッチ角度
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図 4 ナセルとタワーの結合ボルト位置

図 3 過回転によるブレード変位量解析と実際のタワー衝突位置

ナセル 発電機

ブレード

結合ボルト(108本)が
破断された

②

①
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写真 1 タワー損傷状態
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2．事故原因

5 月 2 日の中間報告で事故原因を推定したが、風応答解析など各種解析を実施するとともに、風

車制御ログの解析、ピッチモータブレーキの分解調査、ボルトの断面 SEM観察を行い、今回の事故

原因を次のとおり特定した。

(1) ピッチモータブレーキを構成するスプラインが不適切な材質で製造されていたため、スプライン

の異常摩耗が発生し、ブレーキライニングが摩耗したことにより、3枚のブレードともピッチ角

を保持するブレーキ力が規定値を下回った。これにより、強風時にフェザリング状態を保持でき

なくなり 3枚のブレードが同時に逆ファインになったことで、ロータの過回転が発生した。

(2) ロータ過回転によりブレードが変形し、ブレードがタワーに接触し、ナセルとタワーを結合する

ボルトに設計荷重を超えるせん断応力および引張り応力が作用したことにより、ボルトが破断し、

ナセルが脱落した。

(3) 過回転が発生した場合に風車を停止する機能として安全回路（セーフティチェーン）が設けられ

ていたが、この機能はピッチモータブレーキが正常であることを前提条件として設計されており、

今回の様なピッチモータブレーキに異常がある場合は機能できず、過回転防止機能として不十分

だったことが判明した。

したがって、これらの事故原因を鑑み、再発防止対策は耐摩耗性の高いスプラインへの交換、ピッ

チモータブレーキ保持力のチェック機能の追加、過回転防止機能の追加として具体策をまとめた。

3．再発防止対策

今回の事故原因の解明結果から、問題点として挙げられるのは、ピッチモータブレーキの保持力

が低下していたこと、過回転を防止するための機能が不十分であったことが挙げられる。このため

次のような再発防止策を策定した。

(1) ピッチモータブレーキを構成するスプラインの材質変更

・ピッチモータに使われているスプラインの材質としてアルミ合金製より摩耗強度の高いステンレ

ス製を選定し、予防措置的に暫定措置として取替えた。（取替済み）

・その後、摩耗寿命耐久試験を行なった結果、アルミ合金製と比較してステンレス製は7倍程度の

耐久性があり、これは現地の実績を考慮すると 10 年程度の耐久性があると想定し、恒久対策とし

てステンレス製を採用する。

(2) 定期点検マニュアルの整備

ピッチモータブレーキの健全性確認のために、今までの 3年に 1度の定期点検を 6カ月に改めて、

ギャップ測定を実施して適切な処置が行えるような点検マニュアルを整備した。（整備済み）

(3) ピッチモータのブレーキ保持力チェック機能追加

・ブレーキをかけた状態でモータに所定のトルクをかけ、モータが動かないことでブレーキ保持力

が正常と判断する。実施にあたっては自動プログラムで適宜（当初は 1週間に 1度）、低風速時（3m

毎秒以下）にフェザリング状態にて 1軸毎行う。なお、低気圧通過前時等あらかじめ強風が予想さ

れるときおよび通過後には適宜、自動プログラムでなく手動で行う。（6月末までに実施予定）
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(4) 回転数制御モードによるロータ過回転防止機能追加

・風車がフェザリング状態で待機しているのにもかかわらず、ロータ回転数が許容値（3rpm）を超

えた場合に、発電機をモータとして扱うことでロータ回転数を抑えるように自動制御を付加する。

（6月 21日までに実施予定）

今後は、再発防止対策を確実に実施するとともに、今回の事故で得られた知見を十分に踏まえ、

風力発電所の長期にわたる安全運転に努めてまいります。

＜お問い合わせ先＞

   ㈱シーテック 総務部 久野、梶田、林（TEL 052－852－6997）
以 上


